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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＳＢデバイスと接続するＵＳＢホストインタフェース、ＵＳＢホストと接続するＵＳ
Ｂデバイスインタフェース、及び無線通信のための無線インタフェースを有する通信装置
であって、
　前記通信装置の給電状態がＵＳＢのバス給電か該ＵＳＢとは異なる外部の外部給電かを
判別する判別手段と、
　前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接続されたか前記ＵＳＢデバイスインタ
フェースに接続機器が接続されたかを判定する判定手段と、
　前記判別手段により前記バス給電であると判別された場合は、前記無線インタフェース
により無線通信するための無線通信設定情報を前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続
する接続機器と共有するための共有処理を実行し、
　前記判別手段により前記外部給電であると判別され、かつ、前記ＵＳＢホストインタフ
ェースに接続機器が接続されていると前記判定手段により判定された場合は、前記無線イ
ンタフェースにより無線通信するための無線通信設定情報を前記ＵＳＢホストインタフェ
ースに接続する接続機器と共有するための共有処理を実行し、
　前記判別手段により前記外部給電であると判別され、かつ、前記ＵＳＢデバイスインタ
フェースに接続機器が接続されていると前記判定手段により判定された場合は、前記ＵＳ
Ｂデバイスインタフェースに接続する接続機器と前記無線インタフェースにより無線接続
する通信相手装置とが通信するための中継処理を実行する実行手段と、
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　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記無線インタフェースにより前記通信相手装置と接続すると、前記ＵＳＢデバイスイ
ンタフェースをリセットするリセット手段を更に有することを特徴とする請求項１に記載
の通信装置。
【請求項３】
　前記判別手段により前記外部給電であると判別された場合であり、前記ＵＳＢホストイ
ンタフェースに接続機器が接続されていると前記判定手段により判定されたときは、前記
実行手段は、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続されている接続機器の種別を判別し
、特定の種別の接続機器であると判別された場合に、前記無線インタフェースにより無線
通信するための無線通信設定情報を当該接続機器と共有するための共有処理を実行するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記判別手段により前記外部給電であると判別された場合であり、前記ＵＳＢデバイス
インタフェースに接続機器が接続されていると前記判定手段により判定されたときは、前
記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続する接続機器をプリンタとして、前記無線インタ
フェースにより無線接続する通信相手装置との通信を中継することを特徴とする請求項１
乃至３の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　ＵＳＢデバイスと接続するＵＳＢホストインタフェース、ＵＳＢホストと接続するＵＳ
Ｂデバイスインタフェース、及び無線通信のための無線インタフェースを有する通信装置
の制御方法であって、
　判別手段が、前記通信装置の給電状態がＵＳＢのバス給電か該ＵＳＢとは異なる外部の
外部給電かを判別する判別工程と、
　判定手段が、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接続されたか前記ＵＳＢデ
バイスインタフェースに接続機器が接続されたかを判定する判定工程と、
　実行手段が、前記判別工程において前記バス給電であると判別された場合は、前記無線
インタフェースにより無線通信するための無線通信設定情報を前記ＵＳＢデバイスインタ
フェースに接続する接続機器と共有するための共有処理を実行し、前記判別工程において
前記外部給電であると判別され、かつ、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接
続されていると前記判定工程において判定された場合は、前記無線インタフェースにより
無線通信するための無線通信設定情報を前記ＵＳＢホストインタフェースに接続する接続
機器と共有するための共有処理を実行し、前記判別工程において前記外部給電であると判
別され、かつ、前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続機器が接続されていると前記判
定工程において判定された場合は、前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続する接続機
器と前記無線インタフェースにより無線接続する通信相手装置とが通信するための中継処
理を実行する実行工程と、
　を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置と有線で接続するための有線インタフェースと、無線で接続するた
めの無線部とを有する通信装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラとプリンタとを直接有線で接続し、印刷を行う方法が提案されている。
プリンタとデジタルカメラとの間では、例えば特許文献１に記載された動作フローで制御
情報と印刷データがやり取りされる。
【０００３】
　また、物理層の異なるネットワーク間で信号を乗せ換える技術に関しては、例えば特許
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文献２に開示されている。
【０００４】
　以下、本発明においては、プリンタとはデジタルカメラとの間を物理的若しくは論理的
に接続し、デジタルカメラからのデータを直接受け取ることができるものをいう。
【特許文献１】特登録03530847号公報
【特許文献２】特開平10-257119号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１は、デジタルカメラとプリンタとの有線接続例を示す図である。図１に示すように
、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２とを直接ＵＳＢなどの有線のケーブル１０３で
接続し、画像データを印刷する場合、ユーザは使用前後で有線ケーブル１０２を抜き差し
する必要がある。そこで、ユーザの煩雑な操作さを軽減させる意味でケーブルの無線化が
検討されている。
【０００６】
　単に、無線対応のデジタルカメラと無線対応のプリンタとで無線化が可能であることは
当然のことではあるが、同時に既存の有線対応のプリンタに無線通信装置を接続すること
で既存の有線プリンタを利用するユーザも無線化のサービスを享受したい、という要望が
ある。
【０００７】
　しかしながら、既存の有線プリンタでの動作は、例えば特許文献１にあるように、有線
で接続されると自動的にデジタルカメラと接続された動作シーケンスが動作してしまう。
【０００８】
　そのため、無線通信装置とプリンタとは接続しているが、無線対応のデジタルカメラと
無線通信装置との間の無線接続が完了しているかは保証がない。既存のプリンタは、有線
ケーブルが刺さると、即ちカメラが接続されたものとして動作するため、実際の通信時に
、デジタルカメラが論理的に接続されていない状況では動作上不安定となり、動作を保証
できない。無線対応のプリンタであれば、無線接続状況を踏まえて直接通信用プロトコル
の動作を制御できるが、既存の有線のみに対応したプリンタに取り付ける無線通信装置の
場合、物理的に装置が分かれており、また、有線のみに対応したプリンタには無線関係の
制御手段も無い。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、給電状態に応じて、通信インタフ
ェースに接続する端末装置との間のデータ通信を制御することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、ＵＳＢデバイスと接続するＵＳＢホストインタフェース、ＵＳＢホストと接
続するＵＳＢデバイスインタフェース、及び無線通信のための無線インタフェースを有す
る通信装置であって、前記通信装置の給電状態がＵＳＢのバス給電か該ＵＳＢとは異なる
外部の外部給電かを判別する判別手段と、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が
接続されたか前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続機器が接続されたかを判定する判
定手段と、前記判別手段により前記バス給電であると判別された場合は、前記無線インタ
フェースにより無線通信するための無線通信設定情報を前記ＵＳＢデバイスインタフェー
スに接続する接続機器と共有するための共有処理を実行し、前記判別手段により前記外部
給電であると判別され、かつ、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接続されて
いると前記判定手段により判定された場合は、前記無線インタフェースにより無線通信す
るための無線通信設定情報を前記ＵＳＢホストインタフェースに接続する接続機器と共有
するための共有処理を実行し、前記判別手段により前記外部給電であると判別され、かつ
、前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続機器が接続されていると前記判定手段により
判定された場合は、前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続する接続機器と前記無線イ
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ンタフェースにより無線接続する通信相手装置とが通信するための中継処理を実行する実
行手段と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、ＵＳＢデバイスと接続するＵＳＢホストインタフェース、ＵＳＢホス
トと接続するＵＳＢデバイスインタフェース、及び無線通信のための無線インタフェース
を有する通信装置の制御方法であって、判別手段が、前記通信装置の給電状態がＵＳＢの
バス給電か該ＵＳＢとは異なる外部の外部給電かを判別する判別工程と、判定手段が、前
記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接続されたか前記ＵＳＢデバイスインタフェ
ースに接続機器が接続されたかを判定する判定工程と、実行手段が、前記判別工程におい
て前記バス給電であると判別された場合は、前記無線インタフェースにより無線通信する
ための無線通信設定情報を前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続する接続機器と共有
するための共有処理を実行し、前記判別工程において前記外部給電であると判別され、か
つ、前記ＵＳＢホストインタフェースに接続機器が接続されていると前記判定工程におい
て判定された場合は、前記無線インタフェースにより無線通信するための無線通信設定情
報を前記ＵＳＢホストインタフェースに接続する接続機器と共有するための共有処理を実
行し、前記判別工程において前記外部給電であると判別され、かつ、前記ＵＳＢデバイス
インタフェースに接続機器が接続されていると前記判定工程において判定された場合は、
前記ＵＳＢデバイスインタフェースに接続する接続機器と前記無線インタフェースにより
無線接続する通信相手装置とが通信するための中継処理を実行する実行工程と、を有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、給電状態と接続機器が接続されたインタフェースとにより、無線通信
のための無線通信設定情報の共有処理や、無線インタフェースにより無線接続する通信相
手装置との間で中継処理を行うので、無線通信機能を持たない機器に無線通信を行わせる
ことができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　図２は、第１の実施形態におけるデジタルカメラとプリンタとの接続形態例を示す図で
ある。図２において、２０１は無線対応のデジタルカメラであり、IEEE802.11b/11g/11a
などに代表されるWLAN（Wireless Local Area Network）やBluetooth（登録商標）などの
無線通信機能を有する。２０２は無線通信装置であり、ＵＳＢや無線ＬＡＮなどの複数の
通信インタフェースを有する無線通信装置である。無線通信装置２０２は、ＵＳＢケーブ
ル２０３でプリンタ２０４と接続されると共に、無線ＬＡＮによりデジタルカメラ２０１
と通信を行い、デジタルカメラ２０１から送信された画像データをＵＳＢケーブル２０３
を介してプリンタ２０４へ送信する。２０４は既存の有線（ＵＳＢケーブル）対応のプリ
ンタである。
【００１５】
　２０５はパーソナルコンピュータ（ＰＣ）であり、ＰＣ２０５から無線通信装置２０２
への無線情報設定のペアリングを行う際に、ＵＳＢケーブル２０６によって無線通信装置
２０２とＵＳＢ接続が行われる。また、ＰＣ２０５は上述の近距離無線通信機能を有し、
無線通信装置２０２と無線ＬＡＮにより通信することも可能である。
【００１６】
　また、無線通信装置２０２は、デジタルカメラ２０１とＵＳＢケーブル２０７によって
ＵＳＢ接続された場合、デジタルカメラ２０１と無線情報設定のペアリングを行う。
【００１７】
　次に、図３を用いて、上述した複数の動作モードと複数の通信インタフェースを有する
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無線通信装置２０２の構成について説明する。
【００１８】
　図３は、第１の実施形態における無線通信装置２０２の構成の一例を示すブロック図で
ある。図３において、３０１はＣＰＵ、３０２はＲＡＭ、３０３はＲＯＭ、３０４は電源
制御部、３０５はＵＳＢデバイスコントローラ（USB-Device-Ctr）、３０６はＵＳＢホス
トコントローラ（USB-Host-Ctr）、３０７は無線部、３０８は無線通信装置２０２の内部
バスである。
【００１９】
　３０９はＵＳＢデバイス（USB-Device）コネクタ、３１０はＵＳＢホスト（USB-Host）
コネクタ、３１１はＵＳＢデバイスが接続されたか否かを検出する信号（Vbus）である。
３１２は電源制御部３０４をＣＰＵ３０１が制御するための制御信号、３１３は電源制御
部３０４により制御されるＵＳＢホストコントローラ３０６用電源、３１４は電源制御部
３０４により制御される無線部３０７用電源、３１５は電源制御部３０４により制御され
るＵＳＢデバイスコントローラ３０５用電源である。
【００２０】
　そして、３１６は無線通信装置２０２の接続状態などを表示するＬＣＤやＬＥＤなどで
構成された表示器である。
【００２１】
　図４は、ＵＳＢデバイス側でデータ信号線を用いたＵＳＢバスリセットの構成の一例を
示す図である。図４において、４０１、４０２はＵＳＢデータ信号線、４０３、４０４は
プルアップ抵抗（PullUP抵抗）、４０５、４０６はプルアップ抵抗とデータ信号線の接続
を制御するスイッチである。
【００２２】
　ここで、図５を用いてＵＳＢデバイスコントローラ３０５が行うＵＳＢバスリセットに
ついて説明する。尚、このＵＳＢバスリセットは、ＣＰＵ３０１が信号（Vbus）３１１を
モニタし、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５を制御してプルアップ抵抗４０３、４０４
をオン又はオフにすることで行われる処理である。
【００２３】
　図５は、第１の実施形態におけるＵＳＢバスリセットの処理を示すフローチャートであ
る。まず、ステップＳ５０１において、ＵＳＢのデータ信号線４０１、４０２に取り付け
られたプルアップ抵抗４０３、４０４をスイッチ４０５、４０６によって切り離す。次に
、ステップＳ５０２において、信号（Vbus）３１１をモニタし、ロー（Low）であれば、
ＵＳＢホスト機器がＵＳＢデバイスコネクタ３０９に接続していないため、エラーを表示
し、終了する。
【００２４】
　また、信号３１１をモニタし、ハイ（High）であれば、ＵＳＢホスト機器がＵＳＢデバ
イスコネクタ３０９に接続しているので、ステップＳ５０３へ進み、データ信号線４０１
、４０２と切り離されているプルアップ抵抗４０３、４０４をスイッチ４０５、４０６に
よってデータ信号線４０１、４０２に接続する。この時、２つのプルアップ抵抗４０３、
４０４をデータ信号線４０１、４０２にそれぞれ接続するか、どちらか１つを接続するか
は自身がサポートするＵＳＢ通信速度によるものとする。
【００２５】
　次に、図６を用いて、無線通信装置２０２のＵＳＢデバイスコネクタ４０９又はＵＳＢ
ホストコネクタ３１０に他の機器としてＰＣ２０６やプリンタ２０４又はカメラ２０１が
ＵＳＢケーブルで接続された場合に、ＣＰＵ３０１が実行する接続制御処理について説明
する。
【００２６】
　図６は、第１の実施形態における無線通信装置の接続制御処理を示すフローチャートで
ある。無線通信装置２０２は、電源が投入されると、ステップＳ６０１へ進み、給電状態
をチェックする。ここで、この給電がＵＳＢのバス給電によるものであると判定すると、
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ＰＣ２０５と接続したと判断し、ステップＳ６０２へ進む。このステップＳ６０２では、
電源制御部３０４を制御し、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５に給電し、続くステップ
Ｓ６０３で、ＵＳＢデバイスのバスリセットを行う。バスリセットを行うことにより擬似
的にＵＳＢの再接続を接続機器に通知することができる。バスリセット後、ステップＳ６
０４において、ＰＣ２０５側からＵＳＢデバイス種別の問い合わせを受信し、その問い合
わせに応答した後に、ペアリング情報の授受を行うモードに移行するコマンドを受信する
と、ステップＳ６０５へ進み、無線通信装置２０２はペアリングモードに移行する。
【００２７】
　ペアリングモードでは、予め無線通信装置２０２が持っている無線通信設定情報をＰＣ
２０５側に渡すか、ＰＣ２０５側で設定した無線通信設定情報を無線通信装置２０２が受
け取る。ここで、無線通信設定情報は、無線ＬＡＮに接続するためのネットワーク識別子
（SSID）、暗号化情報、ダイレクトプリント用機器ＩＤなど、通信を行う上で必要となる
情報のことである。このペアリング情報の授受が終了すると、ＬＥＤなどの表示器３１６
でペアリング終了をユーザに通知し、ユーザが無線通信装置２０２とＰＣ２０５とを接続
しているＵＳＢケーブル２０６を取り外し、この処理を終了する。
【００２８】
　また、上述したステップＳ６０４において、デバイス種別の問い合わせに応答した後、
一定時間内に、ペアリングモード開始コマンドが送られてこない、又はペアリングモード
開始コマンド以外の情報が送られてきた場合には、表示器３１６を用いてペアリング失敗
をユーザに通知し、この処理を終了する。
【００２９】
　一方、ステップＳ６０１において、給電状態をチェックした結果、この給電が外部給電
であると判定すると、ステップＳ６０７へ進み、電源制御部３０４を制御し、ＵＳＢデバ
イスコントローラ３０５及びＵＳＢホストコントローラ３０６に電源を給電する。そして
、ステップＳ６０８、Ｓ６１４において、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５及びＵＳＢ
ホストコントローラ３０６を交互にモニタし、接続機器の有無を確認する。
【００３０】
　ステップＳ６１４において、ＵＳＢホストコントローラ３０６で接続機器を検出すると
、ステップＳ６１５へ進み、その接続機器にデバイス種別を問い合わせる。そして、ステ
ップＳ６１６でデバイスの種別を判別し、デジタルカメラ２０１でなければ表示器３１６
にデジタルカメラ以外のものが接続したことを表示し、この処理を終了する。
【００３１】
　また、上述のステップＳ６１６において、デジタルカメラ２０１であれば、ステップＳ
６１７へ進み、ペアリングモードに移行する。このペアリングモードでは、予め無線通信
装置２０２が持っている無線通信設定情報をデジタルカメラ２０１側に渡すか、デジタル
カメラ２０１側が既に持っている無線通信設定情報を無線通信装置２０２が受け取る。
【００３２】
　ここで、無線通信設定情報は、無線ＬＡＮに接続するためのネットワーク識別子（SSID
）、暗号化情報、ダイレクトプリント用機器ＩＤなど、通信を行う上で必要となる情報の
ことである。このペアリング情報の授受が終了すると、ＬＥＤなどの表示器３１６でペア
リング終了をユーザに通知し、ユーザが無線通信装置２０２とデジタルカメラ２０１とを
接続しているＵＳＢケーブル２０７を取り外し、この処理を終了する。
【００３３】
　次に、上述したステップＳ６０８において、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５で接続
機器を検出した場合に、無線通信装置２０２が実行する処理を、図７に示すシーケンスを
参照して説明する。ここでは、無線対応のデジタルカメラ２０１が無線通信装置２０２を
介して既存の有線対応のプリンタ２０４に無線通信により画像データファイルを転送し、
プリンタ２０４で印刷を行う場合を例に説明する。
【００３４】
　図７は、第１の実施形態における無線通信装置２０２を介してデジタルカメラ２０１と
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プリンタ２０４が無線により印刷を行う場合のシーケンスを示す図である。
【００３５】
　まず、上述したステップＳ６０８において、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５で接続
機器を検出すると（７０１）、プリンタ２０４と接続したとみなし、ステップＳ６０９へ
進む。ステップＳ６０９では、電源制御部３０４を制御し、無線部３０７に電源３１４を
投入する。
【００３６】
　次に、ステップＳ６１０において、ペアリングで受け取った若しくは最初から無線通信
装置２０２が持ち合わせている無線通信設定情報に基づき、無線接続を行う（７０２）。
そして、無線接続が完了すると（７０３）、無線通信装置２０２から無線ネットワーク内
にネットワーク参加通知信号がブロードキャスト信号として報知される（７０４）。ここ
で、無線ネットワークに接続しているデジタルカメラ２０１において、ユーザがプリント
処理を選択すると、サービス能力問い合わせ信号がネットワーク内にブロードキャストで
送信される（７０５）。
【００３７】
　一方、デジタルカメラ２０１が要求しているサービスはプリンタ処理であり、この例で
は、無線通信装置２０２はプリンタ処理が可能であるので、プリンタ処理を要求している
デジタルカメラ２０１に対して、サービスを持つ旨、通知する（７０６）。このサービス
通知を受けたデジタルカメラ２０１は、無線通信装置２０２に対して、機器情報問い合わ
せを送信する（７０７）。
【００３８】
　これにより、無線通信装置２０２は自身の機器情報を通知する（７０８）。この機器情
報内にＩＰや上位アプリケーションで使用する機器ＩＤが含まれ、デジタルカメラ２０１
はペアリング時の授受データに含まれる無線通信装置２０２の機器ＩＤと、ネットワーク
参加通知の機器ＩＤが一致すると、無線通信装置２０２の所定のポートに対して、ＴＣＰ
コネクトを実行する（７０９）。
【００３９】
　次に、ステップＳ６１１において、所定のポートに対するＴＣＰコネクトを受けた無線
通信装置２０２はＵＳＢデバイスコントローラ３０５で上述のＵＳＢバスリセットを行い
（７１０）、ＵＳＢ接続相手に自分が接続したことを認識させる。次に、プリンタ２０４
からのデバイス種別の問い合わせ（７１１）に応答すると（７１２）、プリンタ２０４は
デジタルカメラ２０１と有線接続したものとみなし、デジタルカメラ２０１との間で有線
ダイレクトプリントのシーケンスを実行する（７１３）。
【００４０】
　これにより、ステップＳ６１２からステップＳ６１３へ進み、デジタルカメラ２０１で
無線ダイレクトプリントが可能となる（７１４）。この時、バスリセット後（７１０）、
接続機器からのデバイスクラスに応答した後、一定時間内に接続機器からＰＴＰオープン
セッション（７１３）が実行されない場合（ステップＳ６１２のＮｏ又はタイムアウト）
には、接続機器が印刷装置以外であることを表示器３１６を用いて表示し、この無線通信
を切断し、この処理を終了する。
【００４１】
　尚、ＵＳＢデバイスコントローラ３０５で接続機器を検出した場合に、無線通信相手が
ＰＣ２０５の場合であっても同様の手順でＰＣ２０５から無線ダイレクトプリントが可能
である。
【００４２】
　また、無線接続の形態が、IEEE802.11で規定されたインフラストラクチャモードとアド
ホックモードの何れであっても同様に動作する。例えば、アドホックモードの場合、通信
相手となるデジタルカメラ２０１若しくはＰＣ２０５との間で無線接続を行い、無線アド
ホックネットワーク内に対してのみブロードキャスト信号を送信する。
【００４３】
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　また、図８に示すインフラストラクチャモードの場合、無線通信装置２０２はアクセス
ポイント８０１と無線接続を行い、アクセスポイント８０１が管理する無線ネットワーク
と、アクセスポイント８０１が接続している有線ネットワーク８０２とに対してブロード
キャスト信号を送信する。
【００４４】
　従って、インフラストラクチャモードとアドホックモードの違いは、アドホックモード
の時には相手装置も同じ無線ネットワークに接続している必要があるが、インフラストラ
クチャモードでは相手装置はブロードキャスト信号が届くネットワーク内であれば、有線
接続でも無線接続でもかまわないという点だけである。
【００４５】
　［第２の実施形態］
　次に、図面を参照しながら本発明に係る第２の実施形態について詳細に説明する。第２
の実施形態として、無線通信装置２０２が、例えば内蔵の電池駆動などで動作し、ＵＳＢ
給電で動作しない場合について説明する。
【００４６】
　尚、第２の実施形態における無線通信装置の構成は、第１の実施形態の図３に示す構成
と同様であり、その説明は省略する。
【００４７】
　また、無線通信装置の処理も第１の実施形態の図６に示すフローチャートと同様であり
、図６を参照して説明する。
【００４８】
　初期化終了後、ステップＳ６０１において、ＣＰＵ３０１が、ＵＳＢデバイスコネクタ
３０９のVBUS信号３１１をチェックする。ここで、信号（Vbus）３１１がハイ（High）に
なっていれば、ＵＳＢホスト機器と接続しているとみなし、第１の実施形態のＵＳＢ給電
時の処理を行い（Ｓ６０２～Ｓ６０５）、また信号３１１がロー（Low）であればＵＳＢ
ホスト機器とは接続していないとみなし、第１の実施形態の外部給電時の処理を実行する
（Ｓ６０７～Ｓ６１７）。
【００４９】
　このように、電源投入後の信号３１１の状態をチェックすることで、第１の実施形態と
同様に、処理を実行することができる。
【００５０】
　尚、第１の実施形態及び第２の実施形態において、シーケンス実行時にユーザがＵＳＢ
デバイスコネクタに所望のプリンタを接続しても良い旨、表示器３１６に表示することが
望ましい。
【００５１】
　以上説明したように、第１及び第２の実施形態によれば、有線での直接印刷能力は持つ
が無線対応でないプリンタと無線通信装置を接続することで、無線対応のカメラとの間で
無線通信によって印刷データを通信することが可能となる。
【００５２】
　尚、本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ，インターフェース機器，リー
ダ，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装置（例
えば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用しても良い。
【００５３】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記録媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置の
コンピュータ（ＣＰＵ若しくはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出
し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００５４】
　この場合、記録媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録媒体は本発明を構成すること
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になる。
【００５５】
　このプログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えばフロッピー（登録商
標）ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ
，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５６】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部又は全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００５７】
　更に、記録媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】デジタルカメラとプリンタとの有線接続例を示す図である。
【図２】第１の実施形態におけるデジタルカメラとプリンタとの接続形態例を示す図であ
る。
【図３】第１の実施形態における無線通信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】ＵＳＢデバイス側でデータ信号線を用いたＵＳＢバスリセットの構成の一例を示
す図である。
【図５】第１の実施形態におけるＵＳＢバスリセットの処理を示すフローチャートである
。
【図６】第１の実施形態における無線通信装置の接続制御処理を示すフローチャートであ
る。
【図７】第１の実施形態における無線通信装置２０２を介してデジタルカメラ２０１とプ
リンタ２０４が無線により印刷を行う場合のシーケンスを示す図である。
【図８】インフラストラクチャモードにおける接続形態の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
１０１　デジタルカメラ
１０２　プリンタ
１０３　ＵＳＢケーブル
２０１　無線対応のデジタルカメラ
２０２　無線通信装置
２０３　ＵＳＢケーブル
２０４　有線対応のプリンタ
２０５　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
２０６　ＵＳＢケーブル
２０７　ＵＳＢケーブル
３０１　ＣＰＵ
３０２　ＲＡＭ
３０３　ＲＯＭ
３０４　電源制御部
３０５　ＵＳＢデバイスコントローラ（USB-Device-Ctr）
３０６　ＵＳＢホストコントローラ（USB-Host-Ctr）
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３０７　無線部
３０８　内部バス
３０９　ＵＳＢデバイス（USB-Device）コネクタ
３１０　ＵＳＢホスト（USB-Host）コネクタ
３１１　信号（Vbus）
３１２　制御信号
３１３　ＵＳＢホストコントローラ３０６用電源
３１４　無線部３０７用電源
３１５　ＵＳＢデバイスコントローラ３０５用電源
３１６　表示器
４０１　ＵＳＢデータ信号線
４０２　ＵＳＢデータ信号線
４０３　プルアップ抵抗（PullUP抵抗）
４０４　プルアップ抵抗（PullUP抵抗）
４０５　スイッチ
４０６　スイッチ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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